
KASAMA   Vol.74   May  20121

5 2012 
May

vol.74

Kasama  City  Magazine

広報かさま
平成24年5月10日発行　笠間市市長公室秘書課
〒309-1792	 茨城県笠間市中央3−2−1
TEL.0296-77-1101　FAX.0296-78-0612
U			R			L	 h t tp : / /www.c i t y . k a sama . l g . j p /
E-mail	 info@city.kasama. lg. jp

発芽から開花まで8年程かかるカタクリの花（吾国山のカタクリ）

特
集第９

次
笠
間
市
交
通
安
全
計
画
の
概
要

拠
点
避
難
所
を
整
備
し
ま
し
た
。

外
国
人
住
民
の
住
民
基
本
台
帳
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
!!

P2P4P10



第9次笠間市交通安全計画の概要
第9次笠間市交通安全計画を策定しました。
　交通安全計画は、交通安全対策を総合的かつ計画的に推進するた
め、交通安全対策基本法に基づき、国および地方公共団体が策定す
るものです。
　市条例の規定により、警察を始め交通安全協会、交通安全母の会
等の関係機関・団体の代表による交通安全対策協議会において検討
をしてきましたが、この度、内容がまとまりました。
　今後、平成27年度までに次のとおり、目標を掲げ交通安全対策
を講じていきます。

1．策定根拠  交通安全対策基本法第26条第1項に基づき、笠間市交通安全対策協議会（会長：
笠間市長）が策定する。

2．策定方針  県の第9次交通安全計画に基づき、本市の交通事故状況等を踏まえ策定する。

基 本 方 針
◆被害者の立場に立った交通安全意識の普及
◆人優先を基本として安全な道路交通社会の実現
　1．人に係る安全対策 …………………… 小学生の自転車利用の技能と知識習得
　2．交通機関に係る安全対策 …………… 事業所の安全運転管理
　3．交通環境に係る安全対策 …………… 人優先の交通環境の整備

目　　　標
◆年間の交通事故死者数を平成27年度までに3人以下（平成22年6人）
◆年間の交通事故発生件数を平成27年度までに300件以下(平成22年387件)

今後の道路交通安全を考える視点

視点1
○歩行者と自転車の安全
○災害に強い道路交通施設

安全で円滑な道路
交通環境の確保 視点2

○ 交通安全教育指導員を設置し
小中学生の教育

○参加・体験・実践型の教育

交通安全教育の
充実 視点3

○ 交通ボランティア等の活動
支援

○リーダー育成

交通ボランティア等
との連携の充実
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これからの取組み（抜粋）

○笠間警察署からのお知らせ　～交通事故から自分の身を守るため～
　笠間警察署では、高齢者クラブの各種大会などへ出向いて、反射材の効果や交
通安全に関する出前講座を実施中です。
　ぜひ、皆さんの催し会場に呼んでください。

☎0296-73-0110　笠間警察署交通課企画係連絡先

3．安全運転の確保等 ⇒  自転車無灯火・二人乗り・信号無視等の違反行為をさせ
ない環境づくり

4 道路交通秩序の維持

3．安全運転の確保等 ⇒ 救急・救助体制の強化、応急手当の普及5 救急・救助活動の充実

3．安全運転の確保等 ⇒ いばらき被害者支援センターと協力した支援体制6 被害者支援の推進

3．安全運転の確保等 ⇒ 停電しても消えない信号機の普及を要望7 災害時の緊急措置

①人優先の安全・安心な歩行空間の整備
　●通学路の歩道整備等の推進 ⇒ 押しボタン信号機・横断歩道の拡充
　●高齢者、障がい者等が安心して利用できる歩道整備の推進
②交通安全施設等整備事業の推進
　●超高齢社会の到来を踏まえた歩行者・自転車対策の推進

1 道路交通環境の整備

①段階的で体系的な交通安全教育の推進
　●小学生に対する交通安全教育 ⇒ 交通ルール指導、自転車の乗り方 重 点
　●中学生に対する交通安全教育 ⇒ 交通マナー、自転車等の危険性の指導 重 点
　●高齢者に対する交通安全教育 ⇒ 参加・体験・実践型の教育、反射材の活用普及
②効果的な交通安全教育の推進 ⇒ 交通安全教育指導員の確保・育成 重 点

③交通安全に関する普及啓発活動の推進
　●自転車の安全利用の推進 ⇒ 小中学生へのルールの周知・徹底、反射材の取付け 重 点
　●反射材の普及促進 ⇒ 歩行者（特に高齢者）への利用促進、自転車側面への取付け
④交通ボランティア等の活動支援 ⇒ 資料の提供、リーダーの育成、ＰＴＡ関係強化
⑤住民の参加・協働の推進 ⇒ 市民参加型の教室、関係機関と交通ボランティア等との協働

2 交通安全思想の普及徹底

①高齢運転者対策の充実 ⇒  交通安全教室の充実、運転免許自主返納制度の支援と周知
②シートベルトおよびチャイルドシート着用の徹底
 ⇒ 着用効果と着用方法を周知し、着用の徹底化

3 安全運転の確保

施策・取組み等

［問合せ］市民活動課（内線135）
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　市では、昨年の震災の経験を踏まえ、市内30

か所の避難所のうち、大規模災害時に市民の安全

を守っていくために、優先的に開設する避難所（拠

点避難所）6箇所を整備しました。

　この整備事業には、東日本大震災における笠間

市への支援金が充てられています。

　拠点避難所には、避難所の運
営を円滑に行うための備蓄倉庫
と、断水時の生活用水の確保を
行うための非常用井戸を整備し
ました。

拠　点　避　難　所　一　覧

笠間小学校 稲田中学校 笠間市民体育館

友部小学校 友部中学校 岩間中学校

備蓄倉庫に整備した物品

・発電機
・投光器
・大型かまど
・毛布
・非常食�など

拠点避難所の標示 備蓄倉庫、物品

［問合せ］総務課　危機管理室（内線210）
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　笠間市では、県内では初めてとなる世界保健機関（ＷＨＯ）が提唱する健康都市の理念を踏まえた「健康都市かさま」
の構築を目指すことを宣言しました。
　健康都市づくりは、保健や医療分野だけではなく、福祉、教育、産業、生活環境などさまざまな分野での市民の皆さ
んの活動が基礎となりますので、これまでの活動を含めて、新しい連携をとおした取組みを推進していきます。
　今後、「健康都市かさま」の構築に向け、「健康都市講座」なども開催していきますので、ぜひ、ご参加ください。

　この制度は、個人の知る権利を尊重し、個人の権利
利益の保護を図るために、市の保有する情報の公開を
請求する権利、個人情報の開示等を請求する権利を明
らかにするものです。
　笠間市では、合併当初から条例を制定し、情報公開、

個人情報の保護に努めてきました。また、平成18年10
月には情報公開条例を改正し、市政の透明性を高め、
開かれた市政による公正で民主的なまちづくりを目指
しています。
　なお、平成23年度の実施状況は次のとおりです。

◆情報公開条例に基づく請求および処理状況◆
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公開請求
（申出）

決定の内訳
不服申立 会議の公開

公開決定 部分公開 非公開 不存在

29件 10件 14件 1件 4件 0件 55件

■会議の公開は，「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき公開した会議です。

◆個人情報保護条例に基づく請求および処理状況◆
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

開示請求
決定の内訳

訂正請求 削除請求
利用中止
請求

不服申立
開示 部分開示 非開示

30件 29件 0件 1件 0件 0件 0件 0件

［問合せ］総務課（内線208）

情報公開・個人情報保護制度の運用状況

［問合せ］企画政策課（内線214）
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笠間市まちづくり市民活動助成事業を募集します
（市民公募の提案事業に対する補助事業）

　地域の特性を活かし、市民活動の活性化を図ることを目的に、市民自らがまちづくりの主体として活動し
ていくために必要な経費に対して助成金を交付します。
　昨年度に引き続き、 震災復興のために市民活動団体で被災地にボランティアに行くなど、市内外
での震災復興支援活動も対象とします。
◆応募資格

　助成の対象となるのは、次の各号のすべての要件を満たす団体とします。
　⑴  営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行うもの
　⑵ 前号の活動を自主的に行い、継続して行う見込みがあるもの
　⑶ 活動拠点が市内にあり、地域に根ざした活動を行うもの
　⑷ 5人以上の構成員がいるもの
　※ただし、宗教活動、政治活動もしくは選挙活動を行う団体については、助成の対象としません。
◆対象となる事業

　下記のいずれかに該当し、交付決定後、おおむね平成24年6月から平成25年3月までに実施する事業
　⑴ 自立促進事業：市民活動団体の設立や法人化など、市民活動団体の自立をめざす活動
　⑵  地域活性化事業：さまざまな課題を自主的に解決、地域間交流、地域資源を活用したまちづくり事業

および震災復興を支援する活動など
◆審査基準

　 　まちづくり市民活動助成金審査会で、別に定める審査項目（6項目）により、書類審査（1次）および、
申請団体の代表者から直接プレゼンテーション（2次：6月19日実施）をしていただき決定します。

◆応募の手続き

　 　笠間市まちづくり市民活動助成事業希望調書、団体説明書、活動写真等を 5月31日（木）までに市民
活動課へ提出してください。

◆採択件数

　自立促進事業4件以内、地域活性化事業3件以内を基準とし、予算の範囲内で決定します。
◆助成金の額

事業区分 年度区分 補助率等 助成限度額

自 立 促 進 事 業 単年度 必要な経費（1団体1回限り） 10万円

地
域
活
性
化
事
業

［震災復興支援］［単年度］ 下記同様 ※今年度終了予定 ［30万円］

単 年 度 助 成
希 望 事 業 単年度

必要な経費のうち、事業費の3分の2以内の額
または30万円

30万円

2年継続助成
希 望 事 業 2ヶ年 45万円

（2ヶ年の合計額）
3年継続助成
希 望 事 業 3ヶ年 60万円

（3ヶ年の合計額）

［問合せ］市民活動課（内線134）
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◎石
いしつか

塚恒
つ ね お

夫院長
　自治医科大学卒業

　担当： 総合内科、消化器外科、
一般外科、訪問診療

◎打
うちこし

越勝
かつとし

利事務局長（新任）
　ごあいさつ

　 　乳幼児から高齢者まで健康に
暮らせるサービスを安心して受
けられる体制を強化し、患者さ
んとその家族からの心配や相談
事にも対応できる、身近な病院
となるよう心がけてまいります。

◎武
た け い

井泰
やすひこ

彦副院長（新任）
　独協医科大学卒業

　担当： 総合内科、循環器内科、
訪問診療

　ごあいさつ

　 　保健・医療・福祉など各部門
と連携しながら、スタッフが一

丸となり、地域医療を支えてい
きたいと思います。

◎白
し ら ど

土綾
あ や か

佳医師（新任）
　自治医科大学卒業

　担当： 総合内科、消化器外科、
一般外科、禁煙外来、訪

問診療

　ごあいさつ

　 　「患者さんが感じていることや
希望を自由に言うことができ、一
方医者側からも時に耳に痛い助
言ができる。」そんな信頼関係を
築いていき、親みやすく身近に
感じていただけたらと思います。

非常勤医師

・釋
しゃくふみお

文雄　医師

　担当：総合内科、ストレス外来
　　　　 筑波大学附属病院総合診

療科から派遣

・栗
くりはらひろし

原宏　医師

　担当：総合内科
　　　　 筑波大学附属病院総合診

療科から派遣

・中
なかむらやすひろ

村泰大　医師

　担当：皮膚科
　　　　 筑波大学附属病院皮膚科

から派遣

笠間市立病院　新任医師および新任事務局長の紹介
　4月から常勤医師を3名体制とし、外来診療や在宅医療を支える訪
問診療を積極的に行うなど診療体制を充実させます。また、医療、保
健、福祉関係部局と連携しながら新たな役割や医療環境の整備と充実
に努めていきます。
　平成22年度から笠間市医師会、県立中央病院、茨城県薬剤師会笠
間支部のご協力により市立病院で実施しています「平日夜間・日曜初
期救急診療」についても市民の皆さんが安心して救急医療を受けられ
るよう引き続き実施していきます。

スタッフ紹介

病院外観

訪問診療車

武井副院長（左上）・白土医師（右上）
石塚院長（左下）・打越事務局長（右下）

◎一般診療

◎平日夜間・日曜初期救急診療

月曜日～金曜日（土曜日・祝日・年末年始は休診）
　　午前8時30分～11時
　　午後1時～4時

平日夜間：午後7時～10時（土曜・祝日・年末年始は休診）
日 曜 日：午前9時～午後5時（年末年始は休診）

※診療内容については当日の時間内にお問い合わせください。
　電話：0296（77）0034
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　今まで、笠間市健康診査と同時に実施していた生活機能評価を、今年度より郵送にて実施し
ます。対象者は、笠間市に在住する65歳以上で要介護・要支援認定を受けていない方です。
　65歳以上の市民の皆さんが「健康で活力あふれる生活」を送るために、病気の予防だけでな
く徐々にしのびよる老化のサインをいち早く発見し、適切な対応ができるように支援すること
が目的です。結果は笠間市の介護保険事業施策に役立て、介護予防が必要と思われる方には、
各種教室等のご案内や保健師等が訪問をする場合もあります。
　調査票がお手元に届きましたら、期限内に返信をお願いします。発送は6～7月頃を予定して
います。
　詳しくは調査票をご覧ください。
※今年度の対象者は、平成24年4月1日現在で65歳以上の方です。

問 合 せ

笠間市地域包括支援センター（本所　高齢福祉課内）

直通　0296－78－5871【友部地区】

直通　0296－72－1154【笠間地区】

直通　0299－45－2230【岩間地区】

　地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー、保健
師、社会福祉士などが中心となって高齢者の皆さんの支援
を行います。

地域包括支援センターとは？Q

A

＊ 認知症など高齢者や介護に関する悩みや問題、その他生活の中で
困っていることや心配なことがありましたら、地域包括支援セン
ターへご相談ください。
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　消防本部では、心肺蘇生やＡＥＤの使い方、けがの手当など、応急手当を習得できるように、市民の皆
さんや事業所等を対象として救命講習会を開催しています。
　このたび、「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」の一部改正に伴い、救命講習会の内容
を変更しました。
　大切な人を、家族を、命を守るため、救命講習を受講して知識と技術を学びましょう。

救命講習会の内容が一部変わりました

講習種別 講習時間 講　習　内　容 認定証等の交付

救命入門
コース 90分

小学校高学年の児童、普通救命講習の受講希望はあるが
講習時間が取れない方、これから普通救命講習を受講さ
れる方等を対象とした、胸骨圧迫やＡＥＤを中心に学ぶ
コース

救命入門コース参加証

普
通
救
命
講
習

Ⅰ 3時間 心肺蘇生やＡＥＤ、異物除去、止血法などを学ぶコース 普通救命講習Ⅰ修了証

Ⅱ 4時間 普通救命講習Ⅰの内容に、ＡＥＤの知識確認と実技の評
価が加わったコース 普通救命講習Ⅱ終了証

Ⅲ 3時間 主に小児や乳児に対する心肺蘇生を中心としたコース 普通救命講習Ⅲ修了証
上級救命

講習 8時間 普通救命講習の内容に加えて、小児・乳児の心肺蘇生、
傷病者管理、外傷の応急手当、搬送法など学ぶコース 上級救命講習修了証

実技救命
講習 2時間 心肺蘇生法（主に成人を対象）、大出血時の止血法の実

技講習のみを学ぶコース

各救命講習会の内容

　「長時間の講習はなかなか参加しにくい」、「短時間の講習をしてほしい」とのニーズから普通救命講習3
時間のカリキュラムを2分割や3分割し、1回あたりの講習時間を短くした講習が可能となりました。
　また、「入門コース」と「実技救命講習」の組み合わせや、「ｅ－ラーニング」と「実技救命講習」を組み
合わせて普通救命講習Ⅰを修了することも可能です。例は次のとおりです。

※ ｅ－ラーニングとは、インターネット上で救命に関する講習の座学部分を受講するもので、講習時間は
約60分です。終了した方には、ｅラーニング受講証明書を交付します。
　http://www.city.kasama.lg.jp/syoubou/e-learning/

短時間の講習が可能に

普通救命講習Ⅰのうち
1/2（90分）実施

普通救命講習Ⅰのうち
1/2（90分）実施

普通救命講習Ⅰ
（修了証交付）＋ ＝

ｅ－ラーニング終了
（約60分）

実技救命コース
（120分）終了

普通救命講習Ⅰ
（修了証交付）

※ おおむね1ヶ月以内に受講す
ること。

＋ ＝

入門コース参加
（90分）

実技救命コース
（120分）終了

普通救命講習Ⅰ
（修了証交付）

※ おおむね1年以内に受講する
こと。

＋ ＝

　毎月第2日曜日に、普通救命講習Ⅰを開催しています。お1人様から参加可能です。
　内容の問合せや申込みは、最寄りの消防署へお願いします。

普通救命講習Ⅰの定期開催について

【問合せ】笠間市消防本部警防課 0296-73-0833（直通）
 0296-73-0119（笠間消防署）・0296-78-0119（友部消防署）・0299-45-0119（岩間消防署）
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外国人の方へ!!

外国人住民の住民基本台帳制度
がスタートします!!

《外国人登録法は廃止になります》
2012年
7月施行

外国人住民の方の利便性が向上します！

外国人住民にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。

住民基本台帳法の一部を改正する法
律により、外国人の方にも住民票が
作成されることになりました。

　外国人の方々の利便性の向上や市町村などの行政の合理化
を図ることができるようになります。
　この法律が施行されるのは、2012年（平成24年）7月9日
です。同時に、外国人登録法は廃止になります。

日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記
載された証明書」（住民票の写しなど）が、発行
可能になります。

在留資格や在留期間の変更について、従来、
地方入国管理局と市町村の両方に必要だっ
た届出が地方入国管理局のみへの届出で済
みます。

住所変更の届出により、同時に国民健康保険な
どの届出があったとみなされ、従来に比べて届
出の簡素化が図られます。

1

3

2
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　下の表に記載されている4つの区分に該当する方
で、日本に住所を有する外国人については住民票を
作成することになります（観光などの短期滞在者な
どは除く）。5月中旬に仮住民票を発送する予定です
のでご確認ください。住民票には、日本人と同様に
次の項目が記載されます。

①氏名・世帯主の氏名および続柄②出生の年月日③
男女の別④住所⑤国民健康保険や国民年金などの被
保険者に関する事項などです。
　その他、外国人住民特有の記載として、「①国籍・
地域②外国人住民となった年月日」があります。さ
らに、各区分に応じてそれぞれ次の事項が記載され
ます。

住民票が作成される外国人と、住民票の記載事項

対象区分 対象者の内容 記載事項

中長期在留者
（在留カード交付対象者）

3カ月以下の在留期間が決定され
た外国人や、短期滞在・外交・公
用の在留資格が決定された者以外
の外国人

・�在留カードに記載されている在留
資格、在留期間および在留期間の
満了の日、在留カードの番号
・中長期在留者であること

特別永住者
（特別永住者証明書交付対象者）

入管特例法により定められている
特別永住者

・�特別永住者証明書に記載されて
いる特別永住者証明書の番号
・特別永住者であること

一時庇護許可者
または仮滞在許可者

入管法の規定で一時庇護のための
上陸の許可を受けた外国人や、難
民認定申請を行い、仮にわが国に
滞在することを許可された外国人

・�一時庇護許可書に記載されてい
る上陸期間、または仮滞在許可
書に記載されている仮滞在期間
・�一時庇護許可者または仮滞在許
可者であること

出生による経過滞在者
または

国籍喪失による経過滞在者

外国人となった事由が出生や日本
国籍喪失である方（その事由が生
じた日から60日までの間は在留資
格を有することなく在留すること
ができます）

・�出生による経過滞在者または国
籍喪失による経過滞在者である
こと

※�外国人登録法において登録事項とされていた国籍の属する国における住所または居所、出生地、職業、旅券番号などの情報
は住民票には記載されません。

　　注　意　点
現在外国人登録されている方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●�施行日までに、外国人登録法に基づいた変更、または訂正の申請などを通じて、市町村にて仮住民票の修
正や消除を行う場合があります。
　�特に在留資格、在留期間の変更は、住民票の作成に関わる重要な事項のため、変更申請漏れが無いように
ご注意ください。
●施行日までは、現在の外国人登録法に基づいた手続きが必要です。

法施行後に入国する外国人について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●�新制度施行後は、中長期在留者などが国外から転入した場合、その日から14日以内に在留カードなど※を
持参し、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民で
ある場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書（公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も
必要です）が必要となります。
　※他には、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書、後日在留カードを交付する旨の記載がある旅券などがあります。

法施行後に国内で住所を変更する外国人について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●転出の際には日本人と同様に転出手続きが必要となり、転入時には転出証明書が必要となります。
●�住所を変更する際には、在留カードまたは特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかをご持参ください。
　国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。

 外国人住民に係る住民基本台帳制度 検索詳しくは…［問合せ］市民課（内線147）
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まちの話題
　

３
月
24
日
（
土
）、
笠
間

稲
荷
神
社
を
中
心
と
す
る
笠

間
コ
ー
ス
（
約
５
㎞
）
に
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
あ
い
に

く
の
雨
模
様
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
30
組
１
２
８
名
の
親
子

や
グ
ル
ー
プ
が
地
図
を
片
手

に
名
所
を
め
ぐ
り
、
課
題
と

設
定
タ
イ
ム
に
挑
戦
し
ま
し

た
。

◆
Ａ
コ
ー
ス

　

第
１
位　

ピ
ー
ス

　

第
２
位　

あ
る
く
べ
会
Ｂ

　

第
３
位　

デ
ラ
ッ
ク
ス 

マ
マ

◆
Ｂ
コ
ー
ス

　

第
１
位　

 

友
部
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
少
年
団
Ａ

　

第
２
位　

ゴ
ロ
ゴ
ロ

　

第
３
位　

 

友
部
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
少
年
団
Ｇ

第５回市民ウォークラリー大会結果

　

笠
間
市
消
防
団
長
の
任

期
満
了
に
伴
う
改
選
が
行
わ

れ
、
消
防
団
推
薦
の
も
と
、

４
月
２
日（
月
）、
深ふ

か
や谷
一い

ち
ろ
う郎

さ
ん
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

深
谷
さ
ん
は
農
業
を
営

む
か
た
わ
ら
、
37
年
の
永
き

に
わ
た
り
消
防
団
の
活
動
に

従
事
し
、
行
方
不
明
者
の
捜

索
や
夏
の
台
風
災
害
、
東
日

本
大
震
災
な
ど
、
多
く
の
災

害
現
場
で
消
防
団
の
陣
頭
指

揮
を
と
り
、
市
民
・
消
防
団

員
の
厚
い
信
頼
を
得
て
い
ま

す
。

笠間市消防団長に深谷一郎さんが再任

山口市長から任命の辞令を受ける深谷さん

　

３
月
30
日
（
金
）、
笠

間
東
洋
ゴ
ル
フ
倶
楽
部

（
村む

ら
お
か岡
正た

だ
み
ち道
支
配
人
）
に
て

「
２
０
１
２
に
ぎ
や
か
ウ
ォ
ー

ク
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

県
立
大
洗
高
校
マ
ー
チ
ン

グ
バ
ン
ド
部
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ–

Ｈ

Ａ
Ｗ
Ｋ
Ｓ（
ブ
ル
ー
ホ
ー
ク

ス
）
の
特
別
公
演
や
１
～
18

番
ホ
ー
ル
を
使
用
し
て
の

ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
、
ス
ナ
ッ

グ
ゴ
ル
フ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

催
し
が
行
わ
れ
、
会
場
は
活

気
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。

　

４
月
20
日
（
金
）
模
擬
店

の
収
益
金
１
０
２
，５
６
１

円
を
寄
附
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

ご厚志ありがとうございます

山口市長に寄付金を手渡す村岡支配人

　
“
茨
城
の
い
い
も
の
再
発

見
”を
テ
ー
マ
に
４
月
１
日
・

２
日
、き
ら
ら
館
広
場
で「
ク

ラ
フ
ト
＆
フ
ー
ド
フ
ェ
ア
ｉ

ｎ
か
さ
ま
」
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

笠
間
焼
を
は
じ
め
、
こ
だ

わ
り
の
木
工
、
手
工
芸
な
ど

の
ク
ラ
フ
ト
作
品
や
地
元
笠

間
の
い
な
り
寿
司
、
茨
城
の

名
産
品
を
使
っ
た
飲
食
店
な

ど
が
集
ま
り
、
作
り
手
の
想

い
が
こ
も
っ
た
一
品
を
展
示
・

販
売
し
ま
し
た
。

　

来
場
し
た
方
々
は
会
場
を

と
こ
ろ
せ
ま
し
と
見
て
ま
わ

り
、
作
家
と
の
交
流
や
、
茨

城
の
美
味
を
楽
し
ん
で
い
ま

し
た
。

クラフト＆フードフェアinかさま

笠間市民体育館をスタートする参加者

多くの来場者でにぎわう会場
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地
域
の
皆
さ
ん
が
安
心
し

て
リ
フ
ォ
ー
ム
や
修
繕
工
事

を
行
え
る
よ
う
に
、
商
工
会

建
設
業
部
会
の
有
志
50
名
に

よ
り
「
か
さ
ま
リ
フ
ォ
ー
ム

工
房
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

　

会
員
は
商
工
会
に
加
盟
す

る
経
験
豊
富
な
地
元
業
者
の

方
々
で
す
。

※
お
見
積
は
無
料
で
す
。

【
問
合
せ
】

笠
間
市
商
工
会
本
所

０
２
９
６–

７
２–

０
８
４
４

「かさまリフォーム工房」を設立

　

４
月
15
日
（
日
）、
満
開

の
桜
に
彩
ら
れ
た
愛
宕
山
頂

の
特
設
会
場
で
は
、
お
茶
の

お
も
て
な
し
や
特
産
品
販
売

の
模
擬
店
、「
や
ま
ぶ
き
を

育
て
る
会
」
に
よ
る
苗
の
無

料
配
布
な
ど
が
行
わ
れ
、
若

者
や
家
族
連
れ
な
ど
多
く

の
来
場
者
で
に
ぎ
わ
い
ま
し

た
。

　

桜
の
広
場
に
1
日
限
定

で
設
置
さ
れ
た 

“
足
湯
コ
ー

ナ
ー
”
は
子
ど
も
た
ち
に
も

人
気
で
、
湯
に
浸
か
り
な
が

ら
眼
下
に
広
が
る
春
爛
漫
の

景
色
を
満
喫
し
て
い
る
よ
う

で
し
た
。

あたご山　桜まつり

足湯を楽しむ家族

　

4
月
9
日（
月
）、
春
う
ら

ら
か
な
日
差
し
の
な
か
市
内

14
の
小
学
校
で
一
斉
に
入
学

式
が
行
わ
れ
、
５
９
３
名
の

新
１
年
生
の
新
た
な
学
校
生

活
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

岩
間
第
一
小
学
校（
鬼お

に
ざ
わ澤

真し
ん
じ
ゅ寿
校
長
）
新
１
年
生
の
皆

さ
ん
は
、
校
長
先
生
や
来
賓

の
話
を
緊
張
の
面
持
ち
で
聞

い
て
い
ま
し
た
が
、
担
任
の

先
生
か
ら
名
前
を
呼
ば
れ
る

と
、
み
ん
な
元
気
よ
く
返
事

を
し
、
上
級
生
の
歓
迎
の
言

葉
が
贈
ら
れ
る
と
、
満
面
の

笑
顔
を
浮
か
べ
て
い
ま
し
た
。

新1年生の学校生活がスタート

担任の先生を先頭に退場する新１年生（岩間一小）

　

４
月
４
日
（
水
）、
消
防

本
部
で
広
報
用
車
両
（
ト
ヨ

タ
パ
ッ
ソ
１
０
０
０
㏄
）
の

受
納
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー

ラ
新
茨
城
株
式
会
社
（
水
戸

市
水
府
町 
佐さ

と
う藤
衛ま

も
る

代
表
取

締
役
社
長
）
の
会
社
創
立
50

周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し

て
、
地
域
に
貢
献
す
る
こ
と

を
目
的
に
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。
今
後
は
、
消
防
本
部
の

広
報
車
と
し
て
使
用
す
る
と

と
も
に
、
女
性
消
防
団
員
の

活
動
車
両
と
し
て
役
立
て
ら

れ
ま
す
。

消防広報用車両寄贈

山口市長にキーを手渡す佐藤社長
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　笠間市消費生活センターでは、消費生活について相談を受けトラブルが解決できるようにアドバイスや情
報提供を行っています。昨年度は338件の相談を受け付けました。
　相談は無料、秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。

＜事　例＞
　Ａ社から電話があり、太陽光・風力発電などの再生可能エネルギーを扱う
Ｘ社の社債購入を勧められた。「Ｈ工務店のＨ氏も欲しがっている。35口700
万円ずつ共同で買わないか。必ず高く転売できる」と言われた。実際にＢと
いう会社から買い取りたいとの電話があったので信じ始めた。その後、Ａ社
から「Ｈ氏が70口分購入したが、代金を法人名義で振り込んだので受け付け
られなかった。今彼は海外出張中で手続きできないので代わりに買って欲しい。2～7倍にして返す」
と言われたので、Ｘ社に社債70口1400万円分を振り込んだ。数日後Ａ社とＢ社に電話したが通じず、
騙されたことに気づいた。

◎商品は他にも、金鉱採掘権、海外での投資、未公開株などたくさんあります。
◎電話がかかって来る前に、カタログが郵送されてくる手口もあります。

代わりに買えば、数倍にして返す？社債の勧誘にご注意ください!!

● 「買った額より高値で買い取ってもらえるので、商品や権利を買わないか」と勧誘され、実際に買い取
り希望の業者も現れるなどして、その商品や権利を購入するように仕向けられる劇場型の手口が後を
絶ちません。

● 最近は、事例以外にも「あなたと同じ出身地の人しか買えないので代わりに買ってほしい」「共同出資
なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかかる」などと言って購入を迫るなど、勧誘の方法も巧
妙になっています。

● 事例のように業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、いったん支払ってしまうとお金を取り
戻すのは極めて困難です。被害金額も高額になる特徴があります。

おかしいなと思ったら、お金を支払う前に、笠間市消費生活センターにご相談ください。

電　　話： 0296－77－1313（直通）
受付時間：午前9時～正午、午後1時～4時

休　　日：土日、祝日、年末年始
場　　所：笠間市役所　本所1階（市民活動課内）

笠間市消費生活センター

5月は
「安全・安心　いま新たなステージへ」

消費者月間です!
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日付 行　　　事

1金

2土

グリーンフェスタかさま16:00～18:30
　宍戸ヒルズ（笠間観光協会�☎�0296-72-9222）
道の市10:00～17:00 稲荷町交差点から130m区間
　（さくらガス（株）藤枝�☎0296-72-0119）（～3日）
路面喫茶（30日までの土曜日・日曜日）9:00～17:00
　陶の小径（やまさき陶苑�☎�0296-72-6865）

3日 日曜窓口サービス【市役所本所】8:30～12:00

4月 いこいの家 ｢はなさか｣ 休館日

5火
窓口延長サービス【岩間支所】17:15～19:30
特設無料人権相談所
　市民センターいわま 法務 10:00～15:00

6水 窓口延長サービス【市役所本所】17:15～19:30

7木 窓口延長サービス【笠間支所】17:15～19:30

8金

9土

10日
日曜窓口サービス【市役所本所】8:30～12:00
普通救命講習会9:00～12:00　笠間市消防本部 消本

天狗の郷バザールdeいわま　岩間駅南広場

11月 いこいの家 ｢はなさか｣ 休館日

12火 窓口延長サービス【岩間支所】17:15～19:30
いこいの家 ｢はなさか｣ 休館日

13水 窓口延長サービス【市役所本所】17:15～19:30

14木 窓口延長サービス【笠間支所】17:15～19:30

15金

日付 行　　　事

16土

17日 日曜窓口サービス【市役所本所】8:30～12:00
笠間いきいき市場　笠間市みどりの広場

18月 いこいの家 ｢はなさか｣ 休館日

19火 窓口延長サービス【岩間支所】17:15～19:30

20水
窓口延長サービス【市役所本所】17:15～19:30
行政書士無料相談会　笠間市役所本所１階ロビー
13:00～16:00(秘書課�内線�227)

21木 窓口延長サービス【笠間支所】17:15～19:30
子育てサロン 9:00～11:30みなみ公民館

22金

23土

24日 日曜窓口サービス【市役所本所】8:30～12:00

25月 いこいの家 ｢はなさか｣ 休館日

26火 窓口延長サービス【岩間支所】17:15～19:30
行政相談(友公)14:00～16:00(秘書課�内線�226)

27水 窓口延長サービス【市役所本所】17:15～19:30

28木 窓口延長サービス【笠間支所】17:15～19:30

29金

30土
※岩間子育て支援センター『くりのこ』は、毎週月・水・金曜日に開設します（市民センターいわま10:00～16:00）。祝日は休み。
※�笠間子育て支援センター『みつばち』は、毎週火・木・金曜日に開設します（笠間ショッピングセンターポレポレ内10:00～
16:00）。祝日は休み。
※友部子育て支援センター『かんがるー』は、毎週月～金曜日に開設します（笠間キッズ館9:00～16:00）。祝日は休み。
※各保健センターで実施する、健診・予防接種などは、保健カレンダーをご覧ください。

ともべ保ともべ保育所� 0296-77-6105
はいこいの家はなさか� 0296-77-5110
笠公笠間公民館� 0296-72-2100
友公友部公民館� 0296-77-7533
岩公岩間公民館� 0299-45-2080
笠保笠間保健センター� 0296-72-7711
友保友部保健センター� 0296-77-9145
岩保岩間保健センター� 0299-45-7888
市セ市民センターいわま�0299-37-6611�
� 0296-77-1101
法務水戸地方法務局� 029-227-9919
消本笠間市消防本部� 0296-73-0119

6月の休日救急診療当番（9：00～17：00）

日 付 曜 日 病 院 名 電 話 番 号
毎週 日 笠間市立病院 0296-77-0034

※�平日夜間19：00～22：00（祝日を除く）は笠間市立病院で
初期救急診療を行っています。
※�当番医は変更になる場合がありますので、確認の上、診療を
受けてください。

5月11日～20日　  福祉情報「かさまを元気にするネットワーク　ふるさとまつ
り参加報告」

5月21日～31日　民話「牛池」
6月  1日～10日　 作文「男女平等について考えたこと」

テレフォンサービス　☎0296-77-9711

電 話 番 号 一 覧

6 月
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「
い
い
湯
だ
な
・
・
・
」

　

３
月
末
に
京
都
へ
行
っ
た
時
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　

目
的
が
終
わ
り
、
帰
路
に
着
こ
う
と

歩
い
て
い
る
と
、
１
軒
の
銭
湯
の
「
の

れ
ん
」
が
目
に
留
ま
り
、
吸
い
込
ま
れ

る
よ
う
に
「
の
れ
ん
」
を
く
ぐ
り
ま
し

た
。
何
も
持
た
ず
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
、

番
台
さ
ん
へ
料
金
を
払
い
、
タ
オ
ル
と

石
鹸
を
購
入
し
、
中
へ
入
る
と
・
・
・
。

使
い
込
ま
れ
た
木
の
ロ
ッ
カ
ー
、
日
に

焼
け
た
30
年
前
の
ポ
ス
タ
ー
、
古
い
体

重
計
、
首
ふ
り
扇
風
機
、
ジ
ュ
ー
ス
を

冷
や
し
て
お
く
冷
蔵
庫
、
ま
る
で
映
画

「
オ
ー
ル
ウ
ェ
イ
ズ
三
丁
目
・
・
・
」
の

よ
う
で
あ
り
、
懐
か
し
い
学
生
時
代
の

銭
湯
を
思
い
出
し
ま
す
。
早
速
、
洗
い

場
へ
行
き
、
体
を
洗
い
、
熱
い
湯
船
に

入
り
、
壁
の
絵
を
見
な
が
ら
最
高
の
気

分
に
浸
っ
て
き
ま
し
た
。

　

帰
り
が
け
、
１
枚
の
チ
ラ
シ
が
視
界

に
入
り
、
壁
に
貼
ら
れ
た
そ
の
案
内
を

読
む
と
、「
３
月
31
日
で
閉
店
」
す
る
と

の
案
内
で
し
た
。

　

銭
湯
は
風
呂
好
き
の
日
本
人
に
と
っ

て
は
大
切
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
伝
統
的
生
活
文
化
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
時
代
の
移
り
変
わ
り

の
中
で
は
、
お
客
が
少
な
く
な
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。
閉
店
の
案
内
を
見

て
さ
び
し
さ
と
厳
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

現
在
、
笠
間
市
に
こ
の
よ
う
な
銭
湯

は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
永
い
歴
史
の
中

に
は
、
銭
湯
の
よ
う
に
時
代
と
と
も
に

な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
べ
き
歴
史
的
、

文
化
的
な
遺
産
も
あ
り
ま
す
。
特
に
、

地
域
の
伝
統
文
化
に
関
わ
る
も
の
は
、

今
日
に
至
る
ま
で
の
大
事
な
足
跡
で
す
。

笠
間
市
に
は
そ
う
い
っ
た
貴
重
な
遺
産

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
先
人
の
歩
ん

だ
歴
史
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、

今
を
生
き
る
我
々
の
つ
と
め
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

銭
　
湯

市

長

コ

ラ

ム

▲　いこいの家「はなさか」の風呂

生涯学習だより37 ■お問合せ／生涯学習課（内線383・385）

-Life Long Learning-
Life Long Learning＝生涯学習

笠間市指定文化財「水晶製石器」など３件を指定
　笠間市教育委員会は3月28日、市文化財保護審議会の答申に基づき、以下の3件を新たに市指定文
化財として指定しました。今回の3件を加えると、笠間市の文化財は、国指定が8件、県指定が20件、
市指定が115件、合計143件となります。

№ 名　称 数 種　類 所有者 所在地
１ 水

すいしょうせい

晶 製 石
せ っ き

器 ３４点 考古資料 笠間市 石井

２ 蔵
ぞ う こ つ き

骨 器 １対 考古資料 笠間市 平町

３ 館
た て ぎ し じ ょ う あ と

岸 城 跡 史跡 個人等 上郷

水晶製石器 蔵骨器 館岸城跡
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国際ロータリーGSEニューヨーク・チームの
市長表敬訪問

6月の国際交流情報
6月23日（土）
平成24年度 笠間市国際交流協会総会
会場：笠間稲荷神社　稲光閣
時間：午後1時30分～3時

☆6月の日本語教室の開講日
　6月2日（土）・9日（土）・16日（土）
　（友部公民館　午前10時～）

問合せ：一般社団法人 笠間市国際交流協会　℡090-2761-8711（木村 美枝子）

平成24年度 笠間市国際交流協会総会のご案内
　6月23日（土）笠間稲荷神社�稲光閣にて、笠間市国際交流協会の
平成24年度総会を開催します。総会終了後、国際ロータリー2820
地区GSEニューヨーク派遣チームをゲストに迎え、ニューヨーク
州で行ったプレゼンテーションのスライド上映があります。当日
は新会員の入会受付も会場内で行います。どうぞ、お気軽にお越
しください。
　問合せ：090－2761－8711　（担当　木村美枝子）

健康増進課（保健センター）
　

が
ん
は
、
日
本
人
の
死
因
の
第
１

位
と
な
っ
て
お
り
、
３
人
に
１
人
が

が
ん
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
笠
間

市
も
例
外
で
は
な
く
、
が
ん
で
亡

く
な
る
方
が
１
番
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。

　

が
ん
は
誰
も
が
か
か
る（
日
本
人

の
約
２
人
に
１
人
）
可
能
性
の
あ
る

身
近
な
病
気
で
あ
り
、
ほ
か
の
生
活

習
慣
病
と
同
じ
よ
う
に
早
期
に
は
自

覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。早
期
発
見
・

早
期
治
療
で
あ
れ
ば
治
る
可
能
性
も

高
く
、
特
に
胃
が
ん
・
乳
が
ん
は
、

早
期
に
見
つ
け
て
治
療
す
れ
ば
ほ
と

ん
ど
の
人（
約
99
％
）
が
完
治
し
て

い
ま
す
。

　

予
防
の
た
め
に
食
生
活
・
運
動
・

喫
煙
・
飲
酒
・
休
養
な
ど
の
生
活
習

慣
を
見
直
す
と
と
も
に
、
定
期
的
に

が
ん
検
診
を
受
け
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
笠
間
市
で
は
、
今
年
度
も
健
康

診
査
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
笠
間

市
保
健
カ

レ
ン
ダ
ー

（
Ｐ
13
～

18
）
で
日

程
等
を

確
認
の
上
、

受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

健
康
づ
く
り
シ
リ
ー
ズ

　5月の「世界の家族のごはん」はイタリアとチャドをご紹介します。
　さあ、世界のことを知って交流を始めましょう。
国名と都市 イタリア　シシリー島 チャド　難民キャンプ

家族構成 両親、幼児・子ども（男3）両親、乳児・子ども（女2男2）

一週間の食費 約2万1000円 約100円
（685CFAフラン）

好きな食べ物と
特徴

パスタ、肉や魚介の煮込
ソース、魚、ホットドック、
（フローズン魚スティック
が好き）

ビーンズの煮込スープ、
新鮮な羊肉のスープ、（好
きな羊肉はめったに食べ
られない）

＊�乳児（2歳未満）､幼児（6歳未満）､子ども（13歳未満）､子ども10代､子ども20代で表記
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笠間公民館　☎0296-72-2100
友部公民館　☎0296-77-7533
岩間公民館　☎0299-45-2080

　平成24年度に笠間市立公民館で開催するパソコン教室は次のとおりです。詳しくは、｢広報かさまお知ら
せ版｣に掲載します。

会場 コース
6　月 7　月

開催日 内　容 開催日 内　容

笠　間
A ��5日（火）～���6日（水） エクセル

初級
��3日（火）～���4日（水） デジカメ

（ワードで
写真加工）B ��9日（土）～�10日（日） ��6日（金）～���7日（土）

友　部
C 12日（火）～13日（水）

入門
21日（土）～22日（日） ワード

初級D 16日（土）～17日（日） 24日（火）～25日（水）

岩　間
E 23日（土）～24日（日） ワード

初級
10日（火）～11日（水） ワード

基礎F 26日（火）～27日（水） 13日（金）～14日（土）

会場 コース
10　月 11　月

開催日 内　容 開催日 内　容

笠　間
A ��6日（火）～��7日（水） ワード

初級B 10日（土）～11日（日）

友　部
C �17日（土）～18日（日） エクセル

初級D 20日（火）～21日（水）

岩　間
E 19日（金）～20日（土） ワード＆

エクセルF 23日（火）～24日（水）

会場 コース
12　月 2　月

開催日 内　容 開催日 内　容

笠　間
A 11月30日（金）　　　

　　　～12月1日（土） 年賀状
��2日（土）～���3日（日）

入門
B ��4日（火）～��5日（水） ��5日（火）～����6日（水）

友　部
C 18日（火）～19日（水） ワード＆

エクセル
���9日（土）～10日（日） デジカメ

（ワードで
写真加工）D 21日（金）～22日（土） 12日（火）～13日（水）

岩　間
E 7日（金）～8日（土） デジカメ

（ワードで
写真加工）

19日（火）～20日（水） エクセル
初級F 11日（火）～12日（水） 23日（土）～24日（日）

※施設および講師の都合等、やむをえない事情で講座日程および内容等が変更になることがありますのでご承知ください。
※募集人員に満たない時には、開講できない場合があります。

平成24年度笠間市立公民館　 パソコン教室 　開催予定日
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★平成24年度　実施予定事業
＊読み聞かせ（おはなし会）
＊�映画上映会（定期上映会／夏休み・冬休み子ども
上映会）
＊�子ども読書フェスティ
バル
＊ブックスタート事業
＊としょかん1年生事業
＊ボランティア研修会
＊学校との連携
　・�就学体験研修・図書
館見学の受入れ

　・「図書館だより」の配布
　・WEB･FAXでの申込みによる資料提供
＊市内各施設との連携
　・図書館見学
　・読み聞かせ（おはなし会）
＊各種資料展示
＊その他イベント
　・�夏休み図書館イベント（クイズラリー・スペシャ
ルおはなし会・宿題おたすけ講座等）

　・かるた大会（笠間）／百人一首大会（友部）
　・文学散歩（友部）
　・各種講座（文学講座・自然講座・科学遊び等）
　・リユースフェア
　この他にも、各館でさまざまな事業を予定してい
ます。
　なお、事業の推進には、ボランティアの皆さんや、
小中学校等各施設のご協力をいただいています。

◆としょかん1年生コーナー開催中！
　新小学1年生の保護者の皆
さん、入学式で配布された図
書館からの「招待状」はご覧
いただけましたか？「招待
状」をお持ちいただいた方に
「としょかん1年生パック」を
お渡ししています。まだ受け
取っていない方は、お子さん
と一緒に図書館までお越しく
ださい。
　各図書館では、としょかん
1年生コーナーを作り、おす
すめの楽しい本をたくさん展示しています。
　さらに、６月には「としょかん探検ツアー」も予定
しています。詳しくは各図書館までお問い合わせく
ださい。

★平成23年度　貸出・予約点数
貸出点数 予約点数

笠　間 572,460 35,321
友　部 548,673 32,509
岩　間 220,702 17,419
合　計 1,341,835 85,249

　貸出点数は5年連続で100万点超を達成！　資料
予約もたくさんのご利用をいただきました。今後も
より皆さんの生活に役立ち、利用しやすい図書館を
目指します。

■ 問  合  せ ■
笠間図書館　☎0296-72-5046
友部図書館　☎0296-78-1200
岩間図書館　☎0299-45-2082

各館の
行事予定6月

友部図書館

笠間図書館

岩間図書館

◆おはなし会（0歳～4歳向け　午前11時～）
　6月��7日（木）『パパとおさんぽ』ほか
　6月21日（木）『しましまぐるぐる』ほか
◆おはなし会（4歳～小学生向け　午後2時～）
　6月��3日（日）『ももたろう』ほか
　6月10日（日）『そら豆の黒いすじ』ほか
　6月17日（日）『ママ､ ママ､ おなかがいたいよ』ほか
◆名作映画会（午後2時～）
　6月24日（日）『黄色いリボン』（西部劇）（104分）
◆ギャラリー
　◇5月29日（火）～　6月10日（日）
　　「水彩画展示」絵画クラブふたば会
　◇6月12日（火）～　6月24日（日）
　　「絵画・書・写真・木工品・手芸等展示」笠間警友会
　◇6月26日（火）～　7月　8日（日）
　　「絵てがみ展示」友部絵てがみ同好会

◆おはなし会（0歳～3歳向け　午前11時～11時20分）
　6月��1日（金）『バルボンさんのおさんぽ』ほか
　6月15日（金）『ぶるるんぷっぷー』ほか
◆おはなし会（午後2時～2時30分）
　6月��3日（日）『ぼくはざりがに』ほか
　6月10日（日）『かさかしてあげる』ほか
　6月17日（日）『おしゃれなおたまじゃくし』ほか
　6月24日（日）『たなばたまつり』ほか
◆ビデオ上映会（午後2時～）
　6月16日（土）『脇役物語』（97分）

◆おはなし会（0歳～3歳向け　午前11時30分～正午）
　6月1日（金）『ぞうくんのあめふりさんぽ』ほか
　＊場所：岩間子育て支援センターくりのこ
◆おはなし会（4歳～小学生向け）
　◇日曜おはなし会（午後2時～2時30分）
　　6月��3日（日）『とべ、カエル、とべ！』ほか
　◇おはなしのとびら（午後2時～2時30分）
　　6月��9日（土）『にぎりめしのすきなだいじゃ』ほか
　◇おはなし会（午前11時～11時30分）
　　6月23日（土）来てのおたのしみ！

としょかん
1年生コーナー
（岩間）

読書フェスティバルの様子

KASAMA   Vol.74   May  201219



エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（3月21日）
【施設モニタリング】
　環境保全事業団より、最終処分場モニタリング・溶融処理施設
モニタリング・モニタリング結果の住民公表・排ガスの維持管理・
浸出水の放流の11月から2月分の監視項目に係る資料の提出を求
め、その資料に基づき維持管理状況の報告を受けた。
① 最終処分場の浸出水処理水については、すべての項目で下水道
の排除基準値を下回った。
② 地下水の定期モニタリングについて、地下水集排水管水はすべ
ての項目で環境基準値を下回った。また、4箇所あるモニタリ
ング井戸で環境基準値または水道水質基準値を超えていた項目
があったが、過去のデータと比較して大きな変動はなかった。
③ 防災調整池からの雨水等放流水については、すべての項目で排
水基準値を下回った。
④ 溶融処理施設の排ガス常時監視については、最大値で塩化水素、

窒素酸化物、一酸化炭素で自主管理基準値を超えた日があった
が、法定基準値はすべての項目で満足した。

【次回の監視活動】
　環境モニタリングについて実施。

※ 「エコフロンティアかさま」の放射線量の測定結果をお知らせし
ます。なお、笠間市内の各施設と比較して差はありませんでした。

（単位：μSv/ｈ）
測定日

測定場所 3月13日 3月21日

処分場堰堤 0.12 0.12
処分場内中央 0.12 0.11
処分場内飛灰埋立地点 0.15 0.14
管理棟玄関前 0.13 0.11

5月の納税等
納期限： ５月 31日（木）
軽 自 動 車 税（全期分）
国民健康保険税（1期分）
※ 納税には、簡単で便利
な口座振替をご利用く
ださい。
　納期限を過ぎる
と延滞金が加算さ
れます。早めの納税
をお願いします。

保留地（宅地）販売を行っています
　笠間市では、市施行の岩間駅東土地区画整理事業地区内にある保留地を販
売しています。
　「保留地」とは、土地区画整理事業で新たに生み出された土地で住環境の整っ
た良好な宅地です。残り2区画については先着順にて販売をします。
申・問  都市計画課（内線586・587）
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KASAMA  Information
かさま情報コーナー

案内
資源物の分別回収を実施した団
体に奨励金を交付します
　ごみの減量化や限りある資源のリサ
イクルを推進するため、資源物（古紙、
ビン、カンなど）の分別回収を行った
団体に対して奨励金を交付します。
要件▶
　・ 市に資源物分別回収協力団体の登
録をする

　・集団分別回収を年に2回以上行う
　・集団分別回収を自分たちで行う
　・営利を目的としないで回収する
詳しくは担当課までお問合せください。
限りある資源を大切にしよう！
問環境保全課（内線127）
笠間支所地域課（内線72115）
岩間支所地域課（内線73115）

特設行政相談所を開設します
　行政相談委員は、「めざそう　住み
よい　まちづくり」をスローガンに、
住民の皆さんの身近な相談相手とし
て、行政に関する相談などを受け付け、
その解決のための活動をしています。
　5月は「特設行政相談所」を開設し
ます。毎日の暮らしの中で、困ってい
ること、悩んでいることなどがありま
したら、お気軽にご相談ください。相
談は、無料・秘密厳守です。
特設相談所▶
　日時：5月23日（水）
　　　　午後2時～4時
　場所： 市民センターいわま1Ｆロビー
　5月11月以外は次の日程で開設し

ています。
定例相談所▶
　日時：毎月第4水曜日
　　　　午後2時～4時
　場所：友部公民館　1Ｆ　相談室
　※ ただし、5月は市民センターいわ
まが会場です。

問秘書課（内線225）
総務省茨城行政評価事務所
℡029-221-3347

自動車税は納期限までに納めま
しょう
　自動車税は毎年4月1日の登録名義
人に課税されます。納税通知書が5
月上旬に送付されますので5月31日
までに、お近くの金融機関・郵便局・
コンビニエンスストアで納税してく
ださい。
　ただし、納期限を過ぎるとコンビ
ニエンスストアでは取り扱えない場
合がありますので、早めの納税をお
願いします。
　なお、心身障害者の方で一定の条
件に該当する場合は、納期限（5月
31日）までに減免申請をすることに
より、自動車税の減免を受けること
ができます。
◎納税は便利な口座振替で
　自動車税の納税には、口座振替制度
を利用することができます。お申込み
は県内に本支店のある金融機関に申込
書を提出してください。
問水戸県税事務所　収税第二課水戸
市柵町1-3-1　℡029-221-6768

となりのまちから

健康づくりとリフレッシュ機能
を備えた健康増進施設「ホロル
の湯」（城里町）
　健康増進施設「ホロルの湯」には、
温水プールやジャグジー、サウナ、地
元の自然石を使った広々とした露天風
呂などがあります。
　注がれる温泉の泉質はアルカリ性
（pH8.8）単純温泉で、お年寄りや小
さなお子様の身体にもやさしく、湯上
り後の肌はスベスベに。また、自慢の
薬湯は、保湿効果が高く湯冷めしにく
いと評判です。
　水着着用のプールエリアには、25
ｍ・3コースの温水プールや幼児プー
ルのほか、ジェット水流など、多彩な
機能を備えたバーディーゾーン、採暖
室を完備しており、楽しみながら体を
鍛えることができます。
　また、リラックスルーム、大小休憩
室もご利用できますので、湯上り後の
くつろぎも最高です。
営業時間▶午前10時～午後9時
料金▶大人800円、小人400円
　○ 土日、祝日は大人1,000円、小
人500円。

　　※ 午後5時からは大人500円、
小人300円。

　○ プール利用（別途）大人100円、
小人50円

定 休日▶毎週月曜日（祝日の場合は翌
日）
問ホロルの湯（東茨城郡城里町下古内
1829－3）℡029-288-7775

申は申込み先、問は問合せ先です。

平成24年度放課後児童クラブ夏休み一時入所を受け付けます
　夏休みに家庭保育を受けられない児童を各小学校に設置
している放課後児童クラブでお預かりします。
　保育できない証明書等（保護者数分）を添付の上、お申し
込みください。
◇ 入所基準： 共働き、疾病･障害等、家族の看護･介護、出産、
その他特別の理由
◇ 受付場所： 笠間市役所　本所子ども福祉課、笠間支所福
祉課、岩間支所福祉課
◇ 書類設置場所：笠間市役所　本所子ども福祉課、笠間支
所福祉課、岩間支所福祉課、各児童クラブ

　笠間市ホームページからもダウンロードできます。
　HPアドレス▶http://www.city.kasama.lg.jp/
　（トップページ⇒くらし⇒福祉⇒児童福祉⇒放課後児童クラブ）
◇受付期限：6月20日（水）（その後も随時受け付けます）
◇受付時間： 平日（月～金曜日）
　　　　　　午前8時30分～午後5時15分
問子ども福祉課　児童支援グループ（内線165）
　※ お申込みは必ず保護者の方が行ってください。ファッ
クスや郵送によるお申込みは受け付けません。
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特定非営利活動
ってなに？ 法人ってなに？ 時代が求めた

ＮＰＯ法人制度
　特定非営利活動とは、不特定
かつ多数のものの利益の増進に
寄与することを目的とし、保健・
医療・福祉の増進、文化・芸術・
スポーツの振興、まちづくり、
国際協力、災害救助、人権の擁
護などの20分野に限定されてい
ます。
　非営利というと対価を求めず、
無償でなければいけないという
印象があるかもしれませんが、
そうではありません。たとえば、
参加費をいただいてセミナーな
どの収益事業を開催してもよい
のです。また、ＮＰＯ�のスタッ
フは給与を得て活動を行うこと
ができます。スタッフも生活者
であり、労働への適正な対価が
得られなければ、組織として質
の高い活動を継続することがで
きません。ただ、収益事業で得
た利益を関係者で分配してはい
けません。これが、非営利とい
うことです。

　法人とは、「法が定める人」と
いう意味で、人の集まりや一定
の財産を法律上、個人と同じよ
うに権利・義務の主体として扱
うことをいいます。
　人の集まりであるＮＰＯ法人
は、社団法人の一種として、Ｎ
ＰＯ法に基づいて都道府県また
は指定都市の認証を受けて設立
された法人のことをいいます。
ＮＰＯ法は正式には「特定非営
利活動促進法」という名称の法
律で、ＮＰＯ法人も正式には「特
定非営利活動法人」といいます。
　ＮＰＯ法人は、市民活動のた
めの団体組織です。

　阪神淡路大震災でのボラン
ティアの活躍は、社会貢献をし
たい人がたくさんいることがわ
かりました。同時にボランティ
アや寄付を取りまとめる専門的
な市民組織の体制づくりが整っ
ていないことも明らかになり、
ＮＰＯ法の法制定が本格化しま
した。
　こうした背景のもと従来とは
大きく異なる新たな法人制度と
して特定非営利活動促進法が
1998年に成立しました。これ
により法人設立が格段に容易に
なったため、自分も地域で何か
をしたいと思っていた人々が全
国で一斉にＮＰＯ法人を立ち上
げ始め、社会の表舞台に登場す
るようになったのです。
　昨年の東日本大震災において
も、多くのＮＰＯ法人が被災者
支援活動や被災地復興支援活動
を支えています。

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）とは？
～NPOは Non-Profit（非営利） Organizations（組織） の頭文字をとった略語です。～

※笠間市に主たる事務所を置くＮＰＯ法人は、3月末日現在、24法人です。
　平成23年4月から県より権限移譲を受け、市でＮＰＯ法人の認証事務等を行っております。

問合せ▶市民活動課　内線134 
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鈴
す ず き

木康
やすまさ

正さん（稲田）  1級石材施工技能士

市内には、それぞれの分野で匠（職人）といわれる方がいます。このコーナーでは、
技を極めその技を次代に継承していくため日々精進している方を紹介します。

　地元稲田のみかげ石を使った、狛犬や地蔵菩薩などの石仏を
中心に、ストーンエキシビションに出展した「ハンパンダ」など
のアート作品も数多く手がけています。
　高校卒業後、5年間の修行を経てこの道に入り通算27年。非常
に繊細で高度な技術が要求される石彫にやりがいを感じ、いきい
きと仕事に励んでいます。丹精を込めて“ノミ”を打ち込む、そ
の姿はまさに“匠”です。

荒取り作業の様子

鈴
木
康
正
さ
ん
の

　
　
作
品
を
紹
介

わらべ地蔵
　機械を使わず、“ノ

ミ”と“セットウ”で

仕上げた体長50㎝
の作品。

　手彫りならではの

やさしい表情が印象

的です。

hanpandaヨークシャテリ
ア＆ハンパンダ
　デザイナーとのコラボレーション

によって製作された、半分がパンダ

で半分が犬の姿の作品。

　中野組石材工業㈱のストーンエキ

シビションコーナーに展示中

　笠間市稲田4260-1
　℡0296-74-2111

地産地消メニューで食卓を彩る
ことで、地域農業を応援する「笠
間グルメイト」が、農家を訪問し
て、生産現場をレポートします。
この記事に関するお問合せは、
農政課（内線527）へ。

Ｑ＆Ａ（グルメイトから佐藤夫妻へ）　
Ｑ１ 佐藤さんは笠間市でも珍しいトマト専業農家だそうです

が、その経営について教えてください。
Ａ１ 高校生のときからトマトを作っているから、私（清章さん）
は37年。そのうち「桃太郎」という品種を20年作っていて、
生協出荷と庭先販売に絞って、家族3人で生産しています。
週3日の庭先販売日は、口コミで評判になって、毎回行列
ができるほど盛況です。

Ｑ２ 住吉にトマトの庭先販売所があるなんて知りませんでし
た。桃太郎ってどんなトマトなんですか？

Ａ２ 食味が良く、友部の地質に合っている品種。まるかじりで
食べてもらえれば、おいしさが伝わるかな。

Ｑ３ （食べてみて）甘くておいしいですね。おいしいトマトを
作る秘訣はありますか？

Ａ３ ポイントは土づくりと水管理。特に土には、昆布やカツオ
が入ったぼかし肥料を使うとトマトがよりおいしくなるん
です。これから暖かくなる季節、ほどよい甘味とさわやか
な酸味が特長のトマトを、たくさん味わってもらいたいです。

トマトとたまねぎのサラダ
【作り方】
①トマトは薄く輪切り、たまねぎは薄切り。
②�トマトを並べ、たまねぎをのせる。全体にみじ
ん切りにしたパセリを振り、中心にバジルを添
える。
③�全体にオリーブオイルと塩を適量振って完成。

【今月の訪問先】
笠間市住吉の
こだわりトマト
生産者

佐
さ と う

藤清
き よ の り

章さん
　　豊

と よ こ

子さん
☎0296-77-3591

佐藤さん作トマト「桃太郎」↑

【今月のグルメイト】
朝
ともなが

永美
み よ こ

代子さん（左）
永
な が た

田順
じゅんこ

子さん（右）

1
2

3

❶ 庭先直売所。収穫期の日・火・
金�午前10時から販売予定。

❷ 土耕完熟トマト。放射状のすじ
が見えるトマトほど、甘くてお
いしい。

❸トマトのハウス

5月は
トマト

が旬
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かさまぽけっとアドレス http://www.city.kasama.lg.jp/lifeevent.php?code=1　問合せ：子ども福祉課（内線163）

38

かさま食彩
笠間市ヘルスリーダーが紹介する

青菜のえびあんかけ

毎月19日は「食育の日」家族と一緒に食卓を囲み、このレシピを試してみませんか？

材料（４人分）
青菜（3cm長さに切る） ……250g、 油……大さじ1
卵（ほぐしておく）……………… 2個、 油……大さじ1
むきえび（茹でておく）………250g 
ねぎ（5cm長さに細く切る）……1本
Ａ 水 …………………… 200cc  Ｂ 片栗粉……大さじ1
 鶏がらスープの素 …小さじ1  水…………大さじ2
しょうが汁………………小さじ1  塩・こしょう ……少々
作り方　
❶鍋を熱し、油大さじ1を入れ、青菜を強火で手早く炒め器
に盛る。
❷鍋を熱し、油大さじ1を入れ、ほぐした卵を入れてかき混ぜ、
ねぎとむきえびを入れ、Ａの鶏がらスープ・しょうが汁を加
える。
❸❷に塩・こしょう少々を加え、Ｂの水溶き片栗粉でとろみ
をつけて❶の上にかける。
※ えびの代わりに、かに缶詰（100ｇ）でも美味しくいただ
けます。

栄養成分（1人分） エネルギー147kcal、たんぱく質14.2ｇ、
 脂質7.7ｇ，塩分0.5ｇ

市在住・在勤の方を対象に、撮影に使用した笠間焼の器を抽選で１名様
に差し上げます。このコーナーや広報紙への感想等を添えて、住所・氏名・
電話番号を明記の上、秘書課広報広聴グループまで、はがき（持参可）で
お申込みください。
※当選者には、市役所本所秘書課まで器を受け取りに来ていただきます。

笠間焼うつわプレゼント

5月号締め切り：5月31日㈭必着

【笠間焼の提供】長
は せ が わ

谷川　力
ちから

（本戸）
サイズ：約19.5㎝×19.5㎝

旬の食材をとり入れた主食・主菜・副菜を組み合わせましょう

児童館定期的事業

幼児・児童対象事業

地域子育て支援センター事業

毎　日 お楽しみぬり絵（週替り）
毎　月
第2・第4木曜日15:00～� お楽しみ映画会
第2日曜日14:00～� オセロ大会
第3土曜日13:00～15:00� 将棋で遊ぼう
第4土曜日14:00～� 今日は何の日？�体力増進

毎　月
第1木曜日10:30～
　大きなお絵かき（「かんがるー」笠間市児童館）
第4水曜日10:30～
　誕生会（「かんがるー」笠間市児童館）
第4月曜日10:30～
　成長の記録（「かんがるー」笠間市児童館）
第1金曜日11:30～
　読み聞かせ（「くりのこ」市民センターいわま）

【問合せ】笠間市児童館（笠間キッズ館）
� 笠間市南友部1966-1�　TEL�0296-77-8340

笠間市ファミリーサポー
トセンターの電話番号が
変わりました

　笠間市ファミリーサ
ポートセンターが笠間市
児童館内に移転したこと
に伴い、電話番号が変更
になりました。

（旧番号）0299-45-5170
　　　↓

（新番号）0296-77-9050

笠間市ヘルスリーダーの会が発足しました
　笠間市では、「健康都市かさま」を宣言し、「笠間市健康
づくり計画」を策定しました。
　これまで、食を通して健康づくりを推進してきた「笠間
市食生活改善推進協議会」が、新たに笠間市の健康づくり
事業の推進を担う団体「笠間市ヘルスリーダーの会」として
活動していきます。（関連記事5ページ）
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○広報かさまに掲載されているあなたの写真を差し上げます。お問合せは秘書課（内線225）まで。
○表紙の題字「かさま」は書家：関紫芳さんよりご協力いただいたものです。
○市ホームページモバイル版では、行政･災害などのさまざまな情報をお届けしています。
　http://www.city.kasama.lg.jp/mobile.php

人口と世帯数（常住人口4.1現在） ▶人　口 78,451人（－159人）　男 38,439人（－77人）　女 40,012人（－82人）
 ▶世帯数 28,131世帯（＋32世帯）　▶3月の出生数 32人

再生紙を使用しています


